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第二部  第4章 砧地域

目標～地域のまちの姿～

地域の骨格プランと土地利用の方針（41ページを参照）

地域のテーマ別の方針（42ページを参照）

アクションエリアの方針（43ページを参照）

○地震や火災、水害など災害に強い市街地が整備された、安全・安心のまち
○多摩川緑地、砧公園、国分寺崖線などがもつ、恵まれた自然・生態系を大切にするまち
○にぎわいと元気あふれるコミュニティの形成された生活拠点と、誰もが利用できる身近なみど

りの拠点のあるまち
○みどりとみずと農の豊かな原風景と、ゆとりある街なみを後世に残すまち
○南北方向等の道路が整備され、歩行者や自転車利用者にとって安全で快適に移動できる交

通ネットワークが充実したまち

○『地区生活拠点』として、千歳船橋駅、喜多見駅の各周辺地区を位置づけます。
○土地利用の方針では、9つに区分した土地利用の位置を概略で示します。

○４−①～４−④は、地区計画などを策定し、街づくりを進めていく地区（一部、地区計画や地区
街づくり計画などが策定されている地区を含む）です。

○４−⑤～４−⑰は、既に策定された地区計画などに基づき、街づくりを進めていく地区です。

テーマⅠ 安全で災害に強いまちをつくる
●延焼遮断帯や延焼遅延帯の整備を進める
●地区の安全性を向上させる
●水害を抑制する

テーマⅡ みどり豊かで住みやすいまちをつくる

●みどりを守り育てる
●みずを守り育てる
●地区特性に応じたみどり豊かな住宅地等の整備を

進める

テーマⅢ 活動・交流の拠点をもつまちをつくる
●活力ある生活拠点とする
●誰もが利用できるみどりの拠点とする
●活力ある産業環境とする

テーマⅣ 地域資源の魅力を高めるまちをつくる
●自然資源の魅力を高める
●風景の魅力を高める
●地域資源を有効活用する

テーマⅤ 誰もが快適に移動できるまちをつくる
●歩行者や自転車利用者の安全性と快適性を高める
●各拠点や施設をつなぐ
●交通環境の質を高める



41

砧
地
域

第
二
部  

地
域
整
備
方
針

第
４
章

砧地域の骨格と土地利用の
方針図
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砧地域のテーマ別の方針図
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砧地域のアクションエリア


